
テレビ小山放送株式会社 あんしんサポートサービス利用規約 

 

第１章  総則  

 

第 1 条 （目的） 

テレビ小山放送株式会社（以下「当社」といいます。）は、本あんしんサポートサー 

ビス利用規約（以下「本規約」といいます。）に従い、会員に対し、JCOM 株式会社が 

提供する「CATV ライフサポート卸サービス」（以下「本サービス」といいます。）を 

利用することができる権利（以下「本利用権」といいます。）を付与します。  

 

第 2 条 （定義） 

本規約において用いる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。 

(1) 「入会申込者」とは、第４条第１項の定めに従い会員契約の締結を当社に申込む者 

をいいます。 

(2) 「会員契約」とは、入会申込者と当社との間で締結される本サービスの利用に 

かかる契約をいいます。 

(3) 「会員」とは、第４条の定めに従い、当社との間で会員契約を締結し、本サービス 

の利用会員となった個人をいいます。 

(4) 「家族会員」とは、会員の未婚の子及び配偶者（会員と同居しない者を含みます。） 

ならびに会員又はその配偶者の同居の親族（会員の 6 親等内の血族又は 3 親等内の 

姻族）をいいます。 

(5) 「会員等」とは、会員及び当該会員の家族会員を総称していいます。 

(6) 「サービス対象物件」とは、会員が当社所定の方法で当社に予め届け出た会員の 

自宅をいい、以下の各号に定める条件のいずれをも満たすものをいいます。 

①会員の身分証明書（運転免許証又は公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書

をいいます。）に記載の住所と所在地が一致するもの 

②当該物件が居住用物件に該当すると合理的に判断できるもの 

(7) 「専用フリーコール」とは、会員が本サービスの提供を当社に要請する際の連絡先 

として当社が別途指定するフリーコール番号をいいます。 

(8)「提携事業者」とは、本サービスの提供にあたり JCOM 株式会社と提携する事業者を

いいます。 

(9) 「当社等」とは、当社、JCOM 株式会社及び提携事業者を総称したものをいいます。 

(10)「反社会的勢力」とは、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同法 

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標 

ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能 暴力集団等その他これらに準じる者及び 

これらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。 

 

第 3 条 （本規約） 

1. 本サービスの利用に関しては、本規約のほかに、当社等が定める各種のご案内、利

用条件、約款、重要事項説明、注意事項、ガイドライン等（当社等が随時会員に対し

行う通知を含み、以下総称して「特約」といい、本規約と特約とを合わせて「本規約

等」といいます。）が適用されます。なお、本規約と特約とで定めが異なる場合は、

本規約に別段の定めのない限り、特約の内容が優先して適用されます。 

2. 当社等は、民法の定めに従い、本規約等の内容を変更できるものとします。この場

合、本サービスの提供又は利用に係る条件は変更後の本規約等によります。 

3. 当社等は、変更後の本規約等及びその効力発生時期を、所定のウェブサイトに掲載

する方法、 その他相当の方法により周知するものとし、変更後の本規約等は、当該

効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

第 4 条 （会員契約） 

1. 入会申込者は、本規約に同意の上、当社所定の入会申込書（以下「入会申込書」と

いいます。）を提出、若しくはその他当社所定の手続を実施することにより会員契約

の締結を申し込むものとし、当社がこれを承諾したときに、当該入会申込者と当社と

の間で会員契約が成立するものとします。 

2. 会員契約が成立した場合におけるその有効期間は、前項に基づく会員契約締結の申

込みを当社が承諾した日又は会員が会員契約の締結の申込みと共に利用契約締結の

申込みを行った有線放送サービス若しくは電気通信サービスが開通した日のいずれ

か遅い日（以下「契約成立日」といいます。）が属する月の翌月 1 日（以下「利用開

始日」といいます。）から同月末日までとします。ただし、当該有効期間内に第 12

条に基づく退会申請がなされなかった場合、当該会員契約は、有効期間満了日の翌日

より更に１か月間同一条件で自動的に更新されるものとします。 

3. 入会申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該

入会申込者からの会員契約締結の申込みを承諾しないことがあります。 

(1) 申込みにかかる申告内容その他当社に提供された入会申込者の情報に虚偽若しく

は不備又はそれらのおそれがある場合 

(2) 入会申込者が、当社等の提供するサービス（本サービスを含みますがこれに限ら

れません。以下本項において同じ。）に係る契約の解除若しくは当該サービスの利

用停止等を受けたことがある又は現に受けている若しくはそのおそれがある場合 

(3) 入会申込者が、当社等の提供するサービスの利用に係る契約に違反する行為又は

違反のおそれのある行為を行ったことがある又は現に行っている場合 

(4) 入会申込者が、当社等の提供するサービスの利用に係る料金を所定の期日までに

支払わなかったことがある又はそのおそれのある場合 

(5) 入会申込者が法人である場合  

(6) 入会申込者が反社会的勢力である場合 

(7) 当社が入会申込者に対して本サービスを提供するにあたり当社等の業務遂行上支

障がある場合  

(8) その他当社等が入会申込者を会員とすることが不適切であると判断した場合 

 

第 5 条 （本利用権の付与） 

1. 当社は、会員に対し、次条に定める本サービスの利用開始日から利用終了日までの

間（以下「利用期間」といいます。）、本規約等に定める条件に基づき、本利用権を付

与します。 

2. 会員は、第三者に対し、本利用権を譲渡又は貸与等することはできません。 

3. 本規約等に明示するものを除き、当社は、本サービスに関する何らの権限も会員に

譲渡し又は付与するものではありません。 

 

第 6 条 （本サービスの提供及び利用） 

1. 会員は、本規約の定めに従い、利用開始日の午前０時以降、本サービスを利用する

ことができるものとします。 

2. 会員は、第 12 条に基づき退会申請を行った日の属する月の末日（以下「利用終了日」

といいます。）の翌日以降、本サービスを利用することができないものとします。 

3. 会員は、利用期間中、家族会員に本サービスを利用させることができるものとしま

す。家族会員が本サービスを利用する場合、家族会員は本規約等を遵守する義務を負

うものとし、会員は、家族会員による本規約等の遵守について一切の責任を負うもの

とします。当社は、家族会員が本サービスを利用した時点で、会員及び家族会員が本

項に定める条件を承諾したものとみなします。 

4. 当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更し又は廃止することができるもの

とします。当社は、本サービスの変更又は廃止により会員に損害が生じた場合であっ

ても、当該損害については責任を負わないものとします。 

 

第 7 条 （会費その他の料金） 

1. 会員は、会員契約の有効期間中、本利用権付与の対価として、別表１に定める料金

（以下「会費」といいます。）を支払うものとします。 

2. 会員は、毎月の会費を利用月の翌々月に、別途加入している弊社が提供するサービ

ス料金の支払時に一括して、登録されている金融機関の口座からの自動振替若しくは

クレジットカードによる決済手段）にて当社に支払うものとします。 

3. 会員は、月の途中で第 12 条に基づく退会申請を行った場合においても、当該退会申

請日の属する月の末日までの期間にかかる会費について支払義務を負うものとし、会

費の日割計算は行わないものとします。 

4. 当社は、会費その他の本規約等に基づき会員から支払われた一切の金員について、

会員契約の終了、取り消し、解除その他事由の如何を問わず、会員に対して返還する

義務を負わないものとします。  

5. 会員は、会費の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から実際の支払日の前日まで

の日数について年 14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について

も、365 日当たりの割合とします。）で計算して得られた額を、延滞利息として、当

社が指定する期日までに当社に支払うものとします。なお、支払期日の翌日から起算

して 10 日以内に未払の会費の全額が支払われた場合は、本項に定める延滞利息の支

払義務は消滅するものとします。 

 

第 8 条 （登録情報の変更） 

1. 会員は、当社等に届け出た情報（氏名及び住所等を含みますがこれに限られません。

以下「登録情報」といいます。）に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により速

やかに変更の手続を行うものとします。 

2. 会員が前項に基づく登録情報の変更手続を怠ったことにより本サービスの提供を受

けることができず、又は当該会員が不利益を被ったとしても、当社等はその責任を一

切負いません。また、会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより当社等からの

通知が到達せず、又は到達が遅延した場合、実際の到達日にかかわらず、当該通知は

通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。 

 

  

第２章 基本サービス  

 

第 9 条 （ライフサポート電話相談・ライフサポートかけつけ） 

1. 会員は、本利用権に基づき、JCOM 株式会社の提供する電話相談サービス及びかけつ

けサービスを利用することができます。 

2. 前項に定める電話相談サービス及びかけつけサービスの内容及び利用条件は、別途

JCOM 株式会社が定める「ライフサポート電話相談・ライフサポートかけつけのご案

内」 

（https://www.jcom.co.jp/catv-service/life_support/pdf/goannai_denwa_kaketsuk

e.pdf）に従うものとします。 

 

第３章 付帯保険  

 

第 10 条 （ライフサポート電話相談付帯保険 機器補償） 

会員は、会員契約の締結をもって、JCOM 株式会社を保険契約者とするさくら損害保険

株式会社の機器補償保険に自動的に加入し、利用期間中、当該保険の被保険者となりま

す。なお、当該保険の詳細については、別途さくら損害保険株式会社が定める「ライフ

サポート電話相談付帯保険 機器補償のご案内」

（https://www.jcom.co.jp/catv-service/life_support/pdf/goannai_kiki_hoshou.pd

f）に従うものとします。 

 

第４章 一般条項  

 

第 11 条 （本サービスの停止等） 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を

一時中断し又は停止することができるものとします。 

(1)本サービスを提供するために使用するネットワーク、システム又は設備等について

点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う必要がある場合 

(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 

(3)火災、停電、天災等の不可抗力その他当社等の責めに帰すべからざる事由に起因 

して本サービスの提供が不可能又は困難になった場合  

(4)その他、当社等が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断し又は停止 

する必要があると判断した場合 

2. 当社は、当社の判断により、本サービスの提供を終了することができます。この場

合、当社は会員に対し、終了の旨を事前に通知するものとします。 

3. 当社は、本条に定める事項に起因して会員又はその他の第三者に生じた損害につい

ていかなる責任も負いません。 

 

第 12 条 （退会・会員契約の終了等）  

会員は、当社所定の手続に従って退会を申請することにより会員契約の更新を拒絶する

ことができるものとします。退会申請が退会を希望する月の 25 日までになされた場合、

会員契約は、当該退会申請日の属する月の末日をもって終了するものとし、退会申請が

退会を希望する月の 26 日以降になされた場合、会員契約は、当該退会申請日の属する

月の翌月末日をもって終了するものとします。 

 

第 13 条 （当社が行う会員契約の解除等） 

1. 当社は、会員等が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を

要することなく、会員による本サービスの利用を停止し、会員契約を解除することが

できるものとします。なお、当社は、本条に基づく措置の理由を説明する義務を負わ

ないものとします。 

(1) 本規約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 

(2) 登録情報その他本サービスを利用するにあたり当社に提供した情報の全部又は 

一部につき虚偽の事実、誤記又は記載漏れ等の不備があることが判明した場合  
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(3)当社等、他の会員又はその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は 

方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合 

(4)当社等の提供するサービス（本サービスを含みますがこれに限られません。 

以下本項において同じ。）に係る規約に違反したことその他の理由によって、会員 

が当該サービスの提供を受けられなくなった場合 

(5)過去に当社等の提供するサービスに係る規約に違反したことがある場合、若しく 

は登録の取消や退会処理、その他当該サービスの利用を当社等から拒絶されたこ 

とがある場合 

(6)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 

(7)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、 

後見人、保佐人又は補助人の同意等の会員契約の成立に必要な手続を経ていなか 

った場合 

(8)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社 

更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあっ 

た場合 

(9)会員が法人であることが発覚した場合 

(10)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受け 

た場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき 

(11)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 

(12)租税公課の滞納処分を受けた場合 

(13)反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、 

社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使 

用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。）である、 

又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若 

しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている 

と当社が判断した場合 

(14)会員が死亡した場合 

(15)当社等からの連絡後、相当期間を経過してもなお応答がない場合 

(16)会員が会員契約の締結の申込みと共に利用契約締結の申込みを行った有線 

放送サービス又は電気通信サービスの利用に係る契約が終了した場合  

(17)その他、当社等が本サービスの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場合 

2. 本条に基づき本サービスの利用の停止を受け、又は会員契約が解除された場合であ

っても、会員は、当該利用停止日又は会員契約解除日の属する月に係る会費の支払

義務を免れないものとします。また、会員は、会員契約が解除された場合、当社に

対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対し

て全ての債務の支払を行わなければなりません。  

3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責

任を負いません。 

 

第 14 条 （禁止行為） 

1. 会員等は、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 

(1)第三者（家族会員を除きます。以下本項において同じ。）に対し、本サービスの 

利用に必要となる情報（専用フリーコールの電話番号を含みますが、これに限ら 

れません。）を開示する行為 

(2)第三者に本サービスを利用させ、又は会員たる地位を貸与、譲渡、名義変更、 

売買等その他の処分をする行為 

(3)本サービスを利用した営業行為その他営利目的行為、又はその準備行為 

(4) 本規約等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求める行為又はこれに 

類する行為 

(5)当社等、他の会員又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの 

権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為（かかる侵害を直接又は 

間接に惹起する行為を含みます。） 

(6)当社等、他の会員又はその他の第三者に不利益、損害、又は不快感を与える行為 

(7)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為又はそれらに関連する行為 

(8)法令に違反し、又は違反のおそれのある行為 

(9)本サービスに関するシステム等に対する、修正、変更、翻案その他改変行為、 

   又はリバースエンジニアリングその他の解析行為 

(10)本サービス又はその他の当社等のネットワーク又はシステム等への不正な 

アクセスを試みる行為 

(11)本サービスのネットワーク、専用フリーコール又はシステム等に過度な負担を 

かける行為 

(12) 当社等又は第三者になりすます行為、若しくは意図的に虚偽の情報を流布させる 

行為 

(13) 虚偽、不正確な情報を登録し、又は提供する行為 

(14) 入退会を繰り返す等、本サービスの運営を妨害する行為 

(15) 当社等による本サービスの運営を妨害するおそれがあると合理的に認められる 

行為 

(16) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為 

2. 当社は、会員等が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が 

合理的に判断した場合には、会員に事前に通知することなく、前条に定める措置を 

とることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき 

会員等に生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第 15 条 （免責） 

1. 当社は、本サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、会員等が意図 

する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。  

2. 会員は、当社が、会員の登録情報及び本サービスの利用に際して会員等より申告又は 

提供を受けた情報に基づき本サービスを提供することを理解した上で本サービスを 

利用するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当該情報の誤りや伝達の漏れ又 

は遅れ等によって生じる会員等の損害について、当社は一切の責任を負わないものと 

します。 

3. 会員は、本サービスを利用することが、会員等に適用のある法令、業界団体の内部規 

則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会 

員等による本サービスの利用が、会員等に適用のある法令、業界団体の内部規則等に 

適合することを何ら保証するものではありません。 

4. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、会員等が本サービスの利用期間 

中に本サービスを利用できなかったこと及び本サービスの提供が遅延したことについ 

て一切の責任を負いません。 

5. 本サービス又は当社ウェブサイト等に関連して会員等と JCOM株式会社、提携事業者、 

他の会員、又はその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、 

会員の責任において処理及び解決するものとし、当社の責めに帰すべき場合を除き、 

当社はかかる事項について一切責任を負いません。 

 

6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、 

登録情報の削除、消失又は漏洩､会員契約の解除、本サービスの利用によるデータの消

失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員等が被った損害に

つき、当該損害が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、賠償する責任を一切負

わないものとします。 

7. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が会員等に対

して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時

点から遡って過去 1 か月の期間に会員から現実に受領した会費の総額相当額を上限と

します。 ただし、当社の故意又は重大な過失により会員に生じた損害についてはこの

限りではありません。 

 

第 16 条 （個人情報の取扱い）  

1. 会員は、当社が会員等に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請

求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス、本サービス利用状況等の情報（以

下「個人情報等」といいます。）を取得することを承諾するものとします。  

2. 会員は、当社が会員等の個人情報等を、本サービス及びこれに関連するサービスの提

供、運営、料金の請求及び品質向上、マーケティング分析ならびに会員にとって有益

と考える情報（当社等の提供する商品若しくはサービスに関する情報広告を含みます

がこれに限りません。）の選定及び配信の目的に利用することを承諾するものとします。  

3. 会員は、会員等に対する本サービスの提供のため、会員等の個人情報等を当社から

JCOM 株式会社に提供し、また、当該個人情報等を、JCOM 株式会社からさくら損害保険

株式会社に提供することを承諾するものとします。  

4. 前各項に定めるほか、個人情報等を含む会員等に係る情報の取扱いについては、別途

当社が定める「個人情報保護方針」（https://www.tvoyama.co.jp/miteikyo/policy/） 

が適用されます。 

 

第 17 条 （分離可能性） 

本規約等のいずれかの条項の全部又は一部が、消費者契約法その他の法令により無効又

は執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存

続するものとします。 

 

第 18 条 （譲渡禁止） 

会員は、本規約等に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、自己若しくは第

三者のために担保に供してはならないものとします。  

  

第 19 条 （管轄裁判所） 

本規約等に関し訴訟又は紛争が生じた場合は、当社の所在地を管轄する地方裁判所 をも

って第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

別表１「あんしんサポート 料金表」  

   OYAMA 光パックプラン利用者       月額 330 円（税込） 

  上記以外の利用者       月額 550 円（税込） 

 

（注意事項）上記料金は消費税率 10％で記載しております。消費税率が改定された場合、

改定後の税率に従って請求いたします。 

 

 

 

https://www.tvoyama.co.jp/miteikyo/policy/

